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衆
議
院
議
員
柿
澤
未
途
君
提
出
公
務
員
の
雇
用
保
険
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

国
家
公
務
員
及
び
地
方
公
務
員
に
つ
い
て
は
、
法
律
に
よ
っ
て
身
分
が
保
障
さ
れ
て
お
り
、
民
間
の
労
働
者
の
よ
う
な
景

気
変
動
に
よ
る
失
業
が
予
想
さ
れ
に
く
い
こ
と
等
の
理
由
か
ら
、
雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）
の
規

定
の
適
用
が
原
則
と
し
て
除
外
さ
れ
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

一
定
期
間
以
上
勤
続
し
た
国
家
公
務
員
で
あ
っ
た
者
で
、
退
職
後
の
一
定
期
間
失
業
し
て
い
る
も
の
の
う
ち
、
国
家
公
務

員
退
職
手
当
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
八
十
二
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
退
職
時
に
支
給
さ
れ

た
退
職
手
当
の
額
（
以
下
「
退
職
時
退
職
手
当
額
」
と
い
う
。
）
が
雇
用
保
険
法
の
規
定
に
基
づ
く
失
業
等
給
付
相
当
額
を

下
回
っ
て
い
る
も
の
に
限
っ
て
は
、
そ
の
差
額
ま
で
の
額
を
、
生
活
保
障
等
の
観
点
か
ら
、
法
第
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

退
職
後
の
一
定
期
間
の
経
過
後
に
、
失
業
者
の
退
職
手
当
と
し
て
支
給
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
地
方
公
務
員

で
あ
っ
た
者
に
つ
い
て
も
同
様
の
観
点
か
ら
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
条
第
二
項
及

び
同
項
に
基
づ
く
地
方
公
共
団
体
の
条
例
の
規
定
に
基
づ
き
、
失
業
者
の
退
職
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一



三
に
つ
い
て

国
家
公
務
員
で
あ
っ
た
者
に
対
し
て
、
法
第
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
共
職
業
安
定
所
を
通
じ
て
支
給
し
た
、
平
成
十

一
年
度
か
ら
平
成
二
十
年
度
ま
で
の
間
に
お
け
る
失
業
者
の
退
職
手
当
の
支
給
額
は
、
平
成
十
一
年
度
が
十
一
億
六
千
二
百

四
十
六
万
三
千
九
百
七
十
六
円
、
平
成
十
二
年
度
が
十
二
億
八
千
九
百
八
十
万
四
千
二
百
三
十
六
円
、
平
成
十
三
年
度
が
十

一
億
九
千
四
百
六
十
六
万
六
千
九
百
九
十
七
円
、
平
成
十
四
年
度
が
十
億
五
千
三
百
七
十
四
万
三
千
九
百
九
十
一
円
、
平
成

十
五
年
度
が
十
一
億
七
千
百
四
十
四
万
六
千
二
百
三
十
四
円
、
平
成
十
六
年
度
が
十
一
億
六
千
七
百
八
十
二
万
七
千
九
百
七

十
七
円
、
平
成
十
七
年
度
が
七
億
六
千
七
百
二
十
五
万
千
二
百
十
四
円
、
平
成
十
八
年
度
が
八
億
千
七
百
三
十
万
六
千
三
百

八
十
四
円
、
平
成
十
九
年
度
が
八
億
二
千
三
百
四
十
三
万
五
千
六
十
一
円
、
平
成
二
十
年
度
が
四
億
九
千
百
二
十
万
八
千
百

三
十
四
円
で
あ
る
。
失
業
者
の
退
職
手
当
の
初
回
受
給
者
数
は
、
関
連
文
書
が
い
ま
だ
保
存
期
限
を
経
過
し
て
い
な
い
平
成

十
六
年
度
以
降
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
平
成
十
六
年
度
が
三
千
二
百
人
、
平
成
十
七
年
度
が
二
千
二
百
六
十
六
人
、
平
成
十
八

年
度
が
二
千
三
百
五
十
五
人
、
平
成
十
九
年
度
が
二
千
百
九
十
六
人
、
平
成
二
十
年
度
が
千
三
百
二
十
二
人
で
あ
る
。

地
方
公
務
員
で
あ
っ
た
者
に
対
す
る
失
業
者
の
退
職
手
当
の
支
給
件
数
及
び
支
給
額
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
務
員
給
与
実

態
調
査
の
対
象
と
し
て
い
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

二



四
に
つ
い
て

一
定
期
間
以
上
勤
続
し
た
国
家
公
務
員
で
あ
っ
た
者
で
、
分
限
免
職
、
懲
戒
免
職
等
に
よ
り
退
職
し
た
後
一
定
期
間
失
業

し
て
い
る
も
の
の
う
ち
、
退
職
時
退
職
手
当
額
が
雇
用
保
険
法
の
規
定
に
基
づ
く
失
業
等
給
付
相
当
額
を
下
回
っ
て
い
る
も

の
に
対
し
て
も
、
法
第
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
失
業
者
の
退
職
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
地
方
公
務
員
で

あ
っ
た
者
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
も
の
に
対
し
て
地
方
公
共
団
体
の
条
例
の
規
定
に
基
づ
き
、
失
業
者
の
退
職
手
当
を
支
給

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

五
に
つ
い
て

御
指
摘
の
分
限
免
職
と
な
っ
た
五
百
二
十
五
人
に
つ
い
て
の
失
業
者
の
退
職
手
当
の
支
給
実
績
は
、
調
査
に
時
間
を
要
す

る
た
め
、
現
時
点
で
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

法
第
十
条
の
規
定
に
基
づ
く
失
業
者
の
退
職
手
当
の
公
共
職
業
安
定
所
を
通
じ
た
支
給
に
要
す
る
費
用
は
一
般
会
計
か
ら

支
出
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
退
職
の
際
各
特
別
会
計
の
歳
出
予
算
に
よ
っ
て
俸
給
等
が
支
給
さ
れ
て
い
た
国
家
公

務
員
に
係
る
失
業
者
の
退
職
手
当
の
支
給
に
要
す
る
費
用
の
財
源
と
し
て
各
特
別
会
計
が
負
担
す
べ
き
額
は
、
退
職
職
員
に

三



支
給
す
る
退
職
手
当
支
給
の
財
源
に
充
て
る
た
め
の
特
別
会
計
か
ら
す
る
一
般
会
計
へ
の
繰
入
れ
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二

十
五
年
法
律
第
六
十
二
号
）
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
予
算
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
一
般
会
計
に
繰
り
入
れ
る
こ
と

と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

七
に
つ
い
て

雇
用
保
険
法
第
六
条
第
七
号
の
規
定
に
よ
り
、
公
務
員
は
原
則
と
し
て
同
法
の
適
用
除
外
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
原
則
と

し
て
保
険
料
の
負
担
は
な
く
、
雇
用
保
険
の
給
付
も
行
わ
れ
な
い
。

国
家
公
務
員
で
あ
っ
た
者
に
係
る
失
業
者
の
退
職
手
当
は
、
退
職
時
に
退
職
手
当
の
支
給
が
な
い
場
合
又
は
退
職
時
退
職

手
当
額
が
相
当
に
低
く
雇
用
保
険
法
の
規
定
に
基
づ
く
失
業
等
給
付
相
当
額
に
満
た
な
い
よ
う
な
場
合
、
具
体
的
に
は
、
主

と
し
て
三
年
以
内
程
度
の
短
い
勤
続
期
間
で
退
職
し
た
場
合
等
に
限
っ
て
、
退
職
手
当
と
し
て
支
給
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
も
の
で
あ
る
。
本
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
公
務
員
制
度
全
体
の
在
り
方
の
検
討
の
中
で
整
理
し
て
い
く
べ
き
課
題

の
一
つ
と
考
え
る
。

八
に
つ
い
て

雇
用
保
険
の
基
本
手
当
を
受
給
す
る
た
め
に
は
、
職
業
相
談
等
の
求
職
活
動
を
行
い
、
四
週
間
に
一
回
ず
つ
直
前
の
二
十

四



八
日
の
各
日
に
つ
い
て
失
業
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

一
定
期
間
以
上
勤
続
し
た
国
家
公
務
員
で
あ
っ
た
者
で
、
退
職
後
の
一
定
期
間
失
業
し
て
い
る
も
の
の
う
ち
、
退
職
時
退

職
手
当
額
が
雇
用
保
険
法
の
規
定
に
基
づ
く
失
業
等
給
付
相
当
額
を
下
回
っ
て
い
る
も
の
に
対
し
て
は
、
失
業
者
の
退
職
手

当
支
給
規
則
（
昭
和
五
十
年
総
理
府
令
第
十
四
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
毎
月
一
定
の
日
に
、
そ
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け

る
失
業
の
認
定
を
受
け
た
日
の
分
の
基
本
手
当
に
相
当
す
る
額
の
失
業
者
の
退
職
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、

雇
用
保
険
法
の
規
定
に
基
づ
く
失
業
等
給
付
に
準
じ
た
支
給
手
続
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

九
及
び
十
に
つ
い
て

公
務
員
の
身
分
保
障
に
つ
い
て
は
、
公
務
の
中
立
性
、
安
定
性
等
の
確
保
の
た
め
設
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
地

位
の
特
殊
性
と
職
務
の
公
共
性
か
ら
制
約
が
な
さ
れ
て
い
る
労
働
基
本
権
と
は
直
ち
に
対
比
し
て
論
ぜ
ら
れ
る
べ
き
で
は
な

く
、
公
務
員
の
労
働
基
本
権
を
回
復
す
る
場
合
に
、
当
然
に
こ
れ
を
廃
止
す
べ
き
と
ま
で
は
考
え
て
い
な
い
。
い
ず
れ
に
せ

よ
、
御
指
摘
の
公
務
員
へ
の
雇
用
保
険
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
公
務
員
制
度
全
体
の
在
り
方
の
検
討
の
中
で
整
理
し
て
い
く

必
要
が
あ
る
問
題
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
な
お
、
定
員
削
減
実
行
の
た
め
に
分
限
免
職
の
適
用
範
囲
を
拡
大
す
る
と
の
御

指
摘
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
七
十
八
条
第
四
号
は
、
「
官
制
若
し

五



く
は
定
員
の
改
廃
又
は
予
算
の
減
少
に
よ
り
廃
職
又
は
過
員
を
生
じ
た
場
合
」
に
免
職
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
規
定
し
て

お
り
、
現
行
制
度
に
お
い
て
も
定
員
削
減
を
理
由
と
し
た
分
限
免
職
は
可
能
で
あ
る
。

十
一
に
つ
い
て

公
務
員
が
雇
用
保
険
に
加
入
し
た
場
合
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
二
年
度
予
算
に
お
け
る
国
家
公
務
員
の
給
与
費
の
額
並
び

に
地
方
財
政
状
況
調
査
に
基
づ
く
平
成
二
十
年
度
決
算
に
お
け
る
地
方
公
務
員
の
人
件
費
の
う
ち
「
基
本
給
」
の
額
及
び
「

そ
の
他
の
手
当
」
の
額
（
「
児
童
手
当
」
の
額
を
除
く
。
）
を
用
い
、
平
成
二
十
二
年
度
の
雇
用
保
険
率
（
被
保
険
者
の
保

険
料
率
千
分
の
六
、
事
業
主
の
保
険
料
率
千
分
の
九
・
五
）
を
適
用
し
て
機
械
的
に
試
算
す
る
と
、
国
家
公
務
員
に
係
る
雇

用
保
険
料
の
総
額
は
約
五
百
九
十
億
円
（
う
ち
被
保
険
者
負
担
分
は
約
二
百
二
十
八
億
円
、
事
業
主
負
担
分
は
約
三
百
六
十

一
億
円
）
、
地
方
公
務
員
に
係
る
雇
用
保
険
料
の
総
額
は
約
二
千
七
百
三
億
円
（
う
ち
被
保
険
者
負
担
分
は
約
千
四
十
六
億

円
、
事
業
主
負
担
分
は
約
千
六
百
五
十
六
億
円
）
と
な
る
。

六


